
 

 

大阪市地域女性団体協議会会則 

 

第１章  名   称 

第 １ 条 本会は大阪市地域女性団体協議会と称し、主たる活動の場を大阪市立男

女共同参画センター中央館内とする。 

 

第２章  目   的 

第 ２ 条 本会は市内地域女性会（以下単位女性会という）相互の連絡とその健全

な発展を図り、併せて女性の教養、生活、地位の向上に寄与することを目

的とする。 

 

第３章  方   針 

第 ３ 条 本会は次の方針にもとづいて活動する。 

（１）本会のすべての活動は、非営利的、非宗教的、非政党的に行う。 

（２）本会は自主独立のものであって、他の団体から支配、統制、干渉を受けな

い。 

（３）本会は単位女性会の自主的活動を尊重する。 

 

第４章  事   業 

第 ４ 条 本会は第２条の目的を達成するために次の事業を行う。 

（１）単位女性会相互の連絡、協力 

（２）継続的な生活学習 

（３）生活向上のための市民活動 

（４）女性大会と各種指導者研修会 

（５）女性の生活課題に関する調査研究 

（６）地域づくりへの参加 

（７）その他本会の目的達成に必要な事業 

 

第５章  組織と加入 

第 ５ 条 

（１）本会は本会の趣旨に賛同する市内の単位女性会で構成する。 

（２）単位女性会はほぼ１小学校区の範囲で組織することを原則とする。 

第 ６ 条 

（１）各区単位女性会は、それぞれ区地域女性団体協議会（以下区女性会とい 

う）を構成する。 

（２）各単位女性会は、区女性会を通じて本会に加入する。 

 

 

 



 

 

第６章  総   会 

第 ７ 条 総会は本会の最高決議機関である。 

第 ８ 条 総会は、加入単位女性会ごとに選ばれた各３名の代表者によって構成し、

その総数の３分の１以上の出席によって成立し、決議は出席者の過半数の

同意を必要とする。 

第 ９ 条 定例総会は、毎年度始めに開催し、その年度の事業計画と予算案を審議

する。 

第１０条  会長は必要と認めたとき、または加入単位女性会の１割以上の要求があ

った場合に、臨時総会を開かなければならない。 

 

第７章    理  事  会 

第１１条  理事会は、各区女性会から選ばれた各２名の理事（区女性会会長を含む）

で構成し、過半数の出席によって成立する。 

第１２条  理事会は、総会で決定された事項の実施について月々協議し、それを執

行する。 

第１３条  理事会は、毎月１回定例日に開催する。 

第１４条  理事会は、会長または役員会が必要と認めたときは、臨時に開催するこ

とができる。 

 

  第８章    区女性会会長会 

第１５条  区女性会相互の連絡のため、区女性会会長会をおく。 

第１６条  区女性会会長会は、各区女性会会長によって構成する。 

第１７条  区女性会会長会は、会長および役員会が必要と認めたときに開催する。 

 

第９章    専門委員会 

第１８条  本会は必要に応じ専門委員会をおくことができる。各専門委員会の設置

とその委員は、理事会で決める。 

第１９条  専門委員会内の役職は、委員の互選で決める。 

第２０条  専門委員会は、理事会の決定にもとづいて、特定の活動、事業の調査、

研究、企画にあたる。 

第２１条  特別に必要あるときは、理事会の決議により、特別委員会をおくことが

できる。 

 

 第１０章    役      員 

第２２条  本会の役員は次のとおりとする。 

会  長   １名 

副 会 長   ３名 

書  記   ２名 

会  計   ２名 

 



 

 

第２３条 役員の任期は２年とし、再任をさまたげないが、同一役職の任期は 

    通算３期までとする。 

なお、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

第２４条 役員の選出は次のとおりとする。 

（１）選挙は、理事（区会長を除く）のなかから選ばれた選挙管理委員により行

う。 

（２）役員は理事全員の選挙によって区女性会長から選出する。 

（３）選挙は役職ごとに行う。 

（４）役員の改選は、改選年の４月の理事会で行うこととし、改選方法は別に定

める。 

第２５条 役員の任務は次のとおりとする。 

（１）会長は本会を代表し、一切の会務を統轄する。 

（２）副会長は会長を助け、会務を分担し、会長が事故あるときはその代理 

つとめる。 

（３）書記は総会、理事会及び各種会合の正確な記録をつくり、これを保管す 

る。また各種会合の通信を行う。 

（４）①  会計は総会で決定した予算にもとづいて、一切の会計事務を行う。 

②  会計は会計監査から監査を受けた決算書を総会に提出する。 

第２６条 役員会は、毎月１回定例会を開催し、必要により臨時に開催する。 

 

第１１章  各  部 

第２７条 本会の会務の円滑な調整をはかるため、次の各部をおく。 

（１）庶 務 部 

（２）企 画 部 

（３）広 報 部 

第２８条 各部長は副会長が分担し、部員は役員をあてる。 

第２９条 各部の会務の内容は、次のとおりとする。 

（１）庶 務 部 

会の庶務、役員人事、及び他の部に属さないこと 

（２）企 画 部 

会の活動、事業の調整 

（３）広 報 部 

会の広報と機関紙の発行 

 

第１２章  経   理 

第３０条 本会の経費は、会費収入及びその他の収入をもってあてる。 

第３１条 本会の会費は、別に定める額とし、各単位女性会から年度始めに納入す

る。ただし必要あるときは、臨時に会費を集めることができる。 

第３２条 本会の会計年度は、４月１日から翌年３月３１日までとする。 

 



 

 

第３３条 本会に会計監査２名をおき、理事会で区女性会会長のなかから選出する。 

第３４条 会計監査は、常に会計事務と会の経理を監査しその結果を総会に報告す

る。 

 

第１３章  改   正 

第３５条 本会則は、総会の決議により改正することができる。 

 

第１４章  顧問及び相談役 

第３６条 本会に顧問及び相談役をおくことができる。 

 

 

 

 

 

 

附   則 

会則制定   昭和２３年 ８ 月 

改  正   昭和３３年 ５ 月２３日 

改    正      昭和３７年 ６ 月２２日 

改    正      昭和４１年 ４ 月２８日 

改    正      昭和４２年 ５ 月２６日 

改    正      昭和４６年 ５ 月２６日 

改    正      昭和５２年 ４ 月１９日 

改    正      昭和５７年 ５ 月２８日 

改    正      昭和５８年 ５ 月２４日 

改    正      昭和６２年 ５ 月２１日 

改    正      昭和６３年 ４ 月 １ 日 

改    正      平成 元 年 ５ 月２３日 

改    正      平成 ４ 年 ４ 月 １ 日 

改    正      平成１０年 ４ 月 １ 日 

改    正      平成１３年 ６ 月 １ 日 

改    正      平成１５年 ５ 月２３日 

改    正      平成１６年 ５ 月２６日 

改    正      平成１７年 ６ 月 １ 日 

改    正      平成１９年 ５ 月２２日 

改  正   平成２１年 ５ 月２０日 

改  正   平成２３年 ５ 月１９日 

改  正   平成２６年 ５ 月１３日 

改  正   平成２７年 ５ 月２９日 

 


